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白川町集落支援員設置要綱の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

令和７年１２月１０日 

 

                         白川町長  佐 伯 正 貴 

 

白川町集落支援員設置要綱の一部を改正する訓令 

 

白川町集落支援員設置要綱（平成２１年白川町訓令甲第２４号）の一部を次のように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

（職務） （職務） 

第２条 支援員は、町及び地域住民等と連

携し、次に掲げる職務に従事する。 

第２条 支援員は、町及び地域住民等と連

携し、次に掲げる職務に従事する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 集落の維持及び活性化に関する情報

発信に関すること。 

 

(4) （略） (3) （略） 

(5) （略） (4) （略） 

(6) （略） (5) （略） 

(7) （略） (6) （略） 

(8) （略） (7) （略） 

(9) （略） (8) （略） 

 

   附 則 

 この訓令は、令和８年１月１日から施行する。 


